
計画１ 家庭での子育てを応援

１　相談支援体制の整備

①　子ども家庭支援センター（練馬駅北分室、光が丘、大泉、関）と区役所内に、妊娠期も含めて
　子育てについて何でも相談できる総合窓口として「すくすくアドバイザー」を配置します。

②　子育ての総合的な情報提供サービスや産後ケア事業
※1
、妊娠期から子育て期までの講座等を、

  保健相談所と子ども家庭支援センター等が連携して行います。

28年度 29年度

① すくすくアドバ
    イザーの配置
　　５名

― 1名配置
２名増

（計３名配置）
２名増

（計５名配置）

29年度目標 26年度末の現況
３か年計画

合計
27年度

事業実施課 ： こども家庭部　練馬子ども家庭支援センター
事業実施課 ： 健康部 健康推進課、保健予防課、保健相談所

５名配置

予防接種サポート
システム運用

「子育てサポート
メール」の提供機能
付加

予防接種・子育て
サポートシステム
の提供

予防接種・子育て
サポートシステムの
提供

事業費（百万円） 3 40 42 85

② 妊娠・出産の情報
　　提供と支援の充実 ―

―

―

産後ケア事業の
実施

継続実施 産後ケア事業の実施

子育て講座の充実
（父親の育児応援
事業等）

継続実施
子育て講座の充実（父
親の育児応援事業等）

※１ 「産後ケア事業」 ・・・  産後に家族等の支援がなく体調や育児に不安のある方が、助産師がいる施設で心身のケアや育児
                                  方法等を学ぶ事業。

＜ ５ 年 後 の 目 標 ＞

安心して子育てができる環境の整備

１ 子ども家庭支援センターに「すくすくアドバイザー」を配置

２ 保護者のニーズに対応した妊娠期からの切れ目のない子育て支援サービスを充実

３ か 年 の 取 組
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※１ 「子育てのひろば」 ・・・　０歳から３歳の乳幼児とその保護者を対象とした親子で自由に来所でき、保護者同士の交流ができる
　　　　　　　　　　　　　　　　　施設。

※２ 「ファミリーサポート」・・・　保護者が仕事や外出等でお子さんを預かってほしい時に、援助会員が有償で預かる事業。

１か所開設
（計25か所）

―

事業実施課 ： こども家庭部 練馬子ども家庭支援センター

⑥ ファミサポホーム
　　４か所開設

― ４か所開設 実施日拡大 実施日拡大 ４か所開設

― ４か所開設

３か所開設
（計25か所）

③ 子育てのひろば
　　25か所

22か所
１か所開設
(計23か所)

２　多様な子育て支援サービスの充実

５所拡大

① 光が丘分室の
　　開設

― 改修・開設 ― ― 開設

② 子育てのひろば
　　開設時間
　　午前９時開始

　　子育てのひろば
　　開設時間
　　午前10時開始

３所拡大 ２所拡大 ―

事業費（百万円） 70 90 90 250

⑤ 乳幼児一時預かり
　　定員拡大
　　（年間３万５千人）

年間約２万５千人
定員拡大
（１万人）

― ―
定員拡大
（１万人）

④　おひさまぴよぴよ
　　（外遊びぴよぴよ）
　　４か所

― ４か所開設

１か所開設
（計24か所）

①　光が丘子ども家庭支援センターに分室を開設し、「子育てのひろば
※１
」を通年で行います。

②　子ども家庭支援センターの「子育てのひろば」の開始時間を早めます。
③　「子育てのひろば（民設・公設）」を増やします。
④　外遊び事業「おひさまぴよぴよ（外遊びぴよぴよ）」を区内４か所で開始します。
⑤　乳幼児一時預かりの定員を拡大します。

⑥　「ファミリーサポート
※２
」の独立した預かり場所「ファミサポホーム」を開設します。

29年度目標 26年度末の現況
３か年計画

合計
27年度 28年度 29年度
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